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＜  午前１１時５０分  開会  ＞  

 

教育長（松村光洋）  

ただいまの出席者数は６名で、定足数に達しております。よって会議は成

立しますので、令和７年３月北名古屋市教育委員会臨時会を開会いたします。 

それでは議事に入ります。議案第２号、学校給食費の改定に係る諮問につ

いてを議題とします。事務局、説明してください。  

 

給食センター長（佐々真一）  

議案第２号、学校給食費の改定に係る諮問について、ご説明申し上げます。  

学校給食費の改定に係る諮問について、別紙のとおりとする。この案を提出

するのは、学校給食費の改定について教育委員会として北名古屋市給食セン

ター運営委員会に諮問する必要があるからでございます。１枚おめくりいた

だき、学校給食費の改定に係る諮問についてをご覧ください。１、諮問の趣

旨ですが、本市の学校給食は、小学校１０校及び中学校６校が完全給食で運

営しています。実施運営にあたっての経費は、学校給食法の定める施設整備

費、施設修繕費、人件費等に関する経費は市が負担し、食材料費は学校給食

費として保護者が負担しています。学校給食費については、平成２７年４月

に改定して以降、据え置いていましたが、その間の物価上昇に伴う食材料費

の上昇に加え、令和４年度に社会情勢の影響による急激な物価高騰があった

ため、令和５年４月に改定を行いました。しかし、令和５年度以降も物価高

騰や人件費・物流費等の上昇による食材料費の高騰が続いており、その状況

においても栄養価を確保した給食の提供を実施していることにより、食材料

費が学校給食費を大きく超過している状況となっています。令和７年度も物

価高騰が続くと予想されており、現在の学校給食費では、栄養価を確保した

学校給食の提供が更に困難となると考えます。つきましては、本市の将来を

担う児童生徒に対し、品質の良い食材料を使用し、安全・安心で栄養価を確

保した学校給食が安定して提供できるよう、適正な学校給食費の改定につい

て、諮問をいたします。２、学校給食費の状況等ですが、１枚おめくりくだ

さい。１、学校給食費の改定実績ですが、本市誕生以降、３度改定を行って

います。２、食材料費に係る見込と実績ですが、牛乳費１本当たりなどの令

和５年４月改定時の見込単価と実績単価、令和６年度の実績単価及び令和７

年度の見込単価です。⑹食材料費１食当たり単価をご覧ください。１食当た

りの実績が、令和５年度は小学校が０ .６８円、中学校が１０ .５９円超過と

なりました。令和６年度は１月末の状況で小学校が１０ .９０円、中学校が小

１８ .５７円超過しております。来年度、令和７年度の見込単価につきまして

は、小学校が３０２ .８７円、中学校３５１ .４５円と更に超過額が増えると

予想しております。説明は以上です。よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。  

 



2 

 

教育長（松村光洋）  

ただいまの説明につきまして、何かご質問等ございませんか。  

 

（岡島委員、挙手）  

 

教育長（松村光洋）  

  岡島委員、お願いします。  

 

委員（岡島秀 ）  

結論として、給食費は月々いくらの徴収になりますか。  

 

教育部次長兼学校教育課長（安井政義）  

具体的な数字は、給食センター運営委員会で検討することになりますが、

過去の改定実績では、２０円・３０円の改定を行っても更なる物価上昇によ

り、単価が実績に追い付いていないというのが実情です。しかしながら、大

幅に増額をして余分に取りすぎるのも問題ですので、その辺りの議論を給食

センター運営委員会で深めていければと思っています。  

 

教育長（松村光洋）  

  今後のスケジュールについて、事務局、説明してください。  

 

教育部次長兼学校教育課長（安井政義）  

改定後の価格について、保護者への周知期間を設ける必要があるため令和

８年度からの改定を考えています。４月に予定されている給食センター運営

委員会において、教育委員会からの諮問に対し検討を始め、夏頃には給食セ

ンター運営委員会から答申があると思いますので、その額を認めるかどうか

を教育委員会で審議していくことになります。  

 

教育長（松村光洋）  

  子どもたちに安全・安心、栄養価が高く、おいしい、楽しいと思ってもら

える給食を提供するために価格改定はやむを得ないと考えておりますが、保

護者や給食センター運営委員会の意見を聞きながら検討していきたいと思

います。  

 

（山田委員、挙手）  

 

教育長（松村光洋）  

  山田委員、お願いします。  
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委員（山田聡子）  

共働きの家庭が増えたことで、家庭での食事は昔と比べて疎かになってい

ると思いますので、給食は子どもたちの健全な成長の要だと思います。好き

嫌いがある子でも、友達が食べていれば一緒に食べるものです。充実した給

食のためにも多少の値上げは仕方ないと考えます。  

 

教育長（松村光洋）  

その他ご質問等ございませんか。  

 

（しばらくの間）  

 

教育長（松村光洋）  

お諮りします。議案第２号についてご異議ございませんか。  

 

（全員「異議なし」の声あり）  

 

教育長（松村光洋）  

全員異議なしと認め、議案第２号、学校給食費の改定に係る諮問について

は、承認されました。  

続きまして、議案第３号、令和７年度全国学力・学習状況調査についてを

議題とします。事務局、説明してください。  

 

学校教育課指導監（青山良介）  

議案第３号、令和７年度全国学力・学習状況調査について、ご説明申し上

げます。令和７年度全国学力・学習状況調査の参加について、北名古屋市教

育委員会としての意思決定を求める。この案を提出するのは、令和７年度全

国学力・学習状況調査の参加について意思決定をする必要があるからでござ

います。資料の令和７年度全国学力・学習状況調査の実施及び調査結果の取

扱いについてをご覧ください。北名古屋市教育委員会は「令和７年度全国学

力・学習状況調査に関する実施要領」に基づき実施いたします。学校別の調

査結果の情報開示については、実施要領「８．調査結果の取扱い」に基づき、

学校別調査結果の平均正答数や平均正答率等の公表は行いません。なお、学

校別の調査結果の情報開示について、情報公開条例に基づく開示請求があっ

た場合は不開示とし、任意の情報提供を行わないものとします。不開示とす

る根拠は、北名古屋市情報公開条例第７条第２号及び第６号に該当するため

です。北名古屋市全体の調査結果の情報開示については、実施要領「８．調

査結果の取扱い」に基づき、市全体の平均正答数や平均正答率の調査結果の

公表は行いません。市全体の調査結果の情報開示について情報公開条例に基

づく開示請求があった場合は不開示とし、任意の情報提供を行わないものと

します。不開示とする根拠は、北名古屋市情報公開条例第７条第６号に該当
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するためです。小学校調査の結果を中学校に送付することについては、学校

は保護者の同意を得て小学校調査の結果を中学校に送付することができます。

ただし、特別な事情のない限り当分の間、行わないものとします。実施しな

い根拠は、北名古屋市個人情報保護条例第８条第２項⑵から⑸に該当しない

こと、また中学校における小学校調査結果の比較については、具体的かつ有

効な活用等が明示されていないからです。来年度の実施日につきましては、

令和７年４月１７日になります。調査対象は小学校は６年生、中学校は３年

生で、教科に関する調査は、小学校調査は国語、算数の２教科、中学校は今

年度は国語、数学、理科の３教科です。小中ともに教科に関する調査に加え

例年どおり、学習意欲等に関する質問紙調査が実施されます。以上、簡単で

はございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。  

 

教育長（松村光洋）  

ただいまの説明につきまして、何かご質問等ございませんか。  

 

（平松委員、挙手）  

 

教育長（松村光洋）  

  平松委員、お願いします。  

 

委員（平松貴美子）  

  全国学力・学習状況調査を行う目的と、調査結果のデータはどのような

形で活用されるのかを教えてください。  

 

学校教育課指導監（青山良介）  

学校毎に結果が出てまいりますので、各学校が全国の結果と比較したもの

などをまとめて保護者に配布をしております。また各教科担当による部会に

おいて、全国学力・学習状況調査のデータを基に、今後どのような形で指導

を進めていくのかを協議するなど、授業改善に役立てております。  

 

教育長（松村光洋）  

  全国学力・学習状況調査は学校間の競争を煽るためのものではなく、教師

の指導の改善を目的としたものですので、例えば、愛知県の中で何番目であ

るとか、そういった情報は市教育委員会にも知らされることはありませんし、

県教育委員会も不開示としております。また、来年度は中学校で理科が入っ

てきますが、再来年度は英語が入ってきます。国語・数学だけの年と、国語・

数学・理科の年と、国語・数学・英語の年が順に来る形です。  

 

（山田委員、挙手）  
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教育長（松村光洋）  

  山田委員、お願いします。  

 

委員（山田聡子）  

  全国学力・学習状況調査は、単なる地域の比較ではなく、子どもたちが小

学校から中学校にかけてどのように意識が変わっていくのかや、自己肯定感

がどうなのかが読み取れる貴重な機会であると思いますので、参加すること

はとても意義があると考えます。  

 

教育長（松村光洋）  

その他ご質問等ございませんか。  

 

（しばらくの間）  

 

教育長（松村光洋）  

お諮りします。議案第３号についてご異議ございませんか。  

 

  （全員「異議なし」の声あり）  

 

教育長（松村光洋）  

全員異議なしと認め、議案第３号、令和７年度全国学力・学習状況調査に

ついては承認されました。  

続いて、議案第４号、教職員の人事異動についての議事に入る前にお諮り

したいことがございます。議案第４号は、人事に関する案件でございますの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書きに

より非公開とすることについて、私から発議させていただきます。また、同

条第８項に討論を行わないでその可否を決しなければならないとされており

ますので、合わせて採決をいたします。  

議案第４号、教職員の人事異動について、非公開とすることにご異議ござ

いませんか。  

 

（全員「異議なし」の声あり）  

 

教育長（松村光洋）  

全員異議なしと認め、議案第４号、教職員の人事異動についてを非公開と

します。事務局、説明してください。  

 

  （内容については非公開）  
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教育長（松村光洋）  

  以上で、議事を終了とします。連絡事項につきまして、事務局、説明して

ください。  

 

学校教育課主幹（水野正景）  

  〇次回の会議について  

 

教育長（松村光洋）  

  以上で本日予定しておりました日程は全て終了しました。  

  これをもちまして、令和７年３月北名古屋市教育委員会臨時会を閉会とし

ます。  

 

＜  午後０時３０分  閉会  ＞  

 


